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広島市消費生活センターだより
第104号（R7年度 第7号）

相談無料
秘密厳守
です

広島市HPからは電子メールに
よる消費生活相談も受け付けて
います。

〒７３０－００１１　広島市中区基町６番２７号　アクア広島センター街８階

☎０８２‒２２５‒３３００
広島市消費生活センター

※休館日には、消費者ホットライン（☎188（いやや））、
　もしくは広島県消費生活センターをご利用ください。
広島県消費生活センター
☎082-223-6111　（月～金曜日　9時～17時（年末年始と祝日・休日は休館））

開館時間：１０時～１8時
休館日：火曜日、日曜日、祝日・休日、12月29日～1月3日

年末に向けた大掃除
不用品回収サービスでのトラブル！

困ったときは、一人で悩まず広島市消費生活センターにご相談ください。

●インターネットやチラシ広告等をきっかけに、「安価な定額パックを申し込んだ
はずが、作業後に高額な料金を請求された」といった相談が寄せられています。
●不用品の処分は、お住いの自治体が提供する窓口か、自治体から許可された事
業者に依頼しましょう。

アドバイス
事業者を選ぶ際には市から許可を受けている複数社から見積りをとりましょう

※一般家庭から出る廃棄物の収集・運搬は、市区町村から許可または委託を受けた事業者しか
行うことができません。無許可の事業者に依頼した場合、処理費用を削減するために、回収
した物を不法投棄したり、適切な処理を行わずに破壊したりする場合があり、環境破壊につ
ながるおそれがあります。




